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代理人弁理士 特許業務法人 安富国際特許事務所

　特許第４６３８９５０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決
する。

結　論
　特許第４６３８９５０号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された
訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理　由
第１　手続の経緯
　本件訂正審判の請求に係る特許第４６３８９５０号（以下「本件特許」と
いう。）は、平成２１年　４月３０日（国内優先権主張日：平成２０年　９
月　１日）の出願であって、平成２２年１２月　３日にその特許権の設定登
録がなされたものである。
　そして、平成２８年　６月２２日付けで本件訂正審判の請求がなされたも
のである。

第２　請求の趣旨
　本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第４６３８９５０号の特許請求の範囲
を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを
認める、との審決を求めるものである。

第３　本件訂正内容
　本件訂正の内容は、次のとおりである。
訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項２に「金属塩」とあるのを、「亜鉛塩」と訂正す
る。
　請求項２の記載を引用する請求項３～５も同様に訂正する。

第４　当審の判断
１　訂正の目的の適否について
　訂正事項１は、特許請求の範囲の請求項２に記載された「金属塩」を「亜
鉛塩」とするものであり、「金属塩」と「亜鉛塩」は技術常識に照らして、
上位概念と下位概念の関係にあることが明らかであるから、特許請求の範囲
の減縮を目的とするものである。
　また、請求項２を直接的又は間接的に引用する請求項３～５についても、
同様に特許請求の範囲を減縮するものである。
　したがって、訂正事項１は特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定
する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

２　新規事項の追加の有無について
　願書に添付した明細書の段落【００１８】には、「脂肪酸及び／又はその
誘導体としては、特に限定されないが、やし油、パーム核油、ツバキ油、オ
リーブ油、アーモンド油、カノーラ油、落花生油、米糖油、カカオ脂、パー
ム油、大豆油、綿実油、胡麻油、亜麻仁油、ひまし油、菜種油などの植物油
由来の脂肪族カルボン酸、牛脂などの動物油由来の脂肪族カルボン酸、石油



等から化学合成された脂肪族カルボン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、ミ
リスチン酸、ラウリン酸、カプリル酸、オレイン酸、リノール酸などが挙げ
られ、その誘導体としては、亜鉛、カルシウム、マグネシウムなどの金属塩
などが挙げられる。また、これらの脂肪酸を含んだ市販の各種加工助剤も好
適に使用することができる。これらの中では、耐加硫戻り性が良好であるこ
とから、脂肪族カルボン酸の金属塩、特に脂肪族カルボン酸の亜鉛塩が好ま
しい。」（下線は当審において付与したものである。）と記載されているか
ら、「金属塩」の具体的態様として「亜鉛塩」が記載されているといえる。
　したがって、当該訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲
又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の
規定に適合するものである。

３　特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
　訂正事項１は、上記「１」で述べたとおり、特許請求の範囲の請求項２に
記載された「金属塩」を「亜鉛塩」に限定するものであるから、特許請求の
範囲の減縮を目的とするものである。
　したがって、当該訂正事項１は、カテゴリーや対象、目的を変更するもの
ではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当
せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

４　独立特許要件について
　訂正後の特許請求の範囲の請求項２～５に記載された発明が、特許出願の
際独立して特許を受けることができないとすべき理由は見当たらない。
　したがって、訂正後の特許請求の範囲の請求項２～５に記載された発明
は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

第５　むすび
　以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６
条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条
第５項ないし第７項の規定に適合する。
　よって、結論のとおり審決する。
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